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改正要領に基づく違反大型車の指導・取締りの実施について
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南部国道事務所では、道路構造物の長寿命化と道路交通の安全を図るため、特殊車両

の通行に対する指導・取締りを嘉手納警察署と協力して実施しています。

この度、指導取締要領の改正に基づく特殊車両の通行に関する指導取締りを実施し

ましたので、その結果をお知らせします。

【特殊車両の指導取締要領の改正内容】

  ・繰り返し違法に通行させた者等を国道事務所に呼出して対面で是正指導書を手交し、再

び違反行為がなされぬよう是正措置を行う。

  ・是正指導を繰り返し受けたにもかかわらず、是正に応じない場合は、名称及び是正指導

内容等を公表する。

  ・重大な交通事故や常習的に違反をした場合等は、聴聞を行った上で、許可取り消し、名

称及び取消し内容等を公表する。

実施日時 ： 平成 28 年 10 月  19 日（水） １０：００～１２：００

実施場所 ： 国道 58 号 嘉手納町野国（南部国道事務所車両計測所）

検査結果 ： 特殊車両 6 台を検査した結果、違反車両は 1 台でした。

違反内容： 警告（許可証不携帯）1 台

（取締状況）
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